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二十七 第 64 条～第 65 条の２((収用等の場合の課税の特例))関係 

改         正         後 改         正         前 

（やむを得ない事情がある場合の長期特別勘定の流用） 

64(3)－9 の 2 …………………………… 

(注) …………………………… 

１ 措置法令第 39 条第 19 項各号又は第 28 項………………… 

２ 措置法令第 39 条の 99 第５項各号又は第 13 項………………… 

 

（収用証明書の区分一覧表） 

64(4)－1 …………………………… 

別表１ 収用証明書の区分一覧表 

区   分 内  容 発 行 者 根拠条項 備   考 

   

土地区画整理法によ

る土地区画整理事業で

同法第109条第1項に規

定する減価補償金（以下 

53 の２において「減価

補償金」という。）を交

付すべきこととなるも

のに係る公共施設の用

地に充てるために…… 

………………… ………………………………  

 

53 の２ 地方公共団体又

は独立行政法人都市再

生機構が被災市街地復

興特別措置法第５条第

１項の規定により都市

計画に定められた被災

市街地復興推進地域に

おいて施行する同法に

よる被災市街地復興土

地区画整理事業で減価

補償金を交付すべきこ

(ｲ) 当該被災市

街地復興土地

区画整理事業

が減価補償金

を交付すべき

こととなる土

地区画整理法

による土地区

画整理事業と

なることが確

実であると認

国土交通大臣

（当該被災市

街地復興土地

区画整理事業

の施行者が市

町村である場

合は、都道府

県知事） 

措置法64

条１項３

号の６ 

措置法規

則14条５

項５号の

11 

※ 「代行買収」

とは、事業の施

行者に代わり、

都道府県、市町

村その他政令

（被災市街地復

興特別措置法施

行令第５条）で

定める者（独立

行政法人都市再

生機構、独立行

（やむを得ない事情がある場合の長期特別勘定の流用） 

64(3)－9 の 2 …………………………… 

(注) …………………………… 

１ 措置法令第 39 条第 19 項各号………………… 

２ 措置法令第 39 条の 99 第５項各号………………… 

 

（収用証明書の区分一覧表） 

64(4)－1 …………………………… 

別表１ 収用証明書の区分一覧表 

区   分 内  容 発 行 者 根拠条項 備   考 

   

減価補償金を交付すべ

きこととなる土地区画整

理法による土地区画整理

事業に係る公共施設の用

地に充てるため…… 

 

 

 

 

………………… ………………………………  

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

53 53 



 

 

-
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-
 

改         正         後 改         正         前 

ととなるものの施行区

域（土地区画整理法第２

条第８項に規定する施

行区域をいう。）内にあ

る土地等について、これ

らの者が当該被災市街

地復興土地区画整理事

業として行う公共施設

の整備改善に関する事

業の用に供するために

これらの者（土地開発公

社を含む。）に買い取ら

れた場合 

められる旨の

証明 

(ﾛ) 当該被災市

街地復興土地

区画整理事業

に係る公共施

設の整備改善

に関する事業

の用地に充て

るための土地

等の買取りに

つき国土交通

大臣（当該被

災市街地復興

土地区画整理

事業の施行者

が市町村であ

る場合は、都

道府県知事）

の承認を受け

て当該被災市

街地復興土地

区画整理事業

の 施 行 区 域

（土地区画整

理法第２条第

８項に規定す

る施行区域を

いう。）内に

ある当該土地

等を買い取っ

た 旨 の 証 明

（当該土地等

の所在地及び

面積並びに当

該土地等の買

取りの年月日

及び買取りの

政法人中小企業

基盤整備機構、

地方住宅供給公

社及び土地開発

公社）が行う当

該土地及び土地

の上に存する資

産の買取りをい

う（被災市街地

復興特別措置法

第８条）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-
 
1
5
5
 
-
 

改         正         後 改         正         前 

対価の額の記

載があるもの

に限るものと

し、代行買収

（※）の場合

にあっては、

当該代行買収

を行う者の名

称及び所在地

の記載もある

もの） 

53 の３ 地方公共団体又

は独立行政法人都市再

生機構が被災市街地復

興特別措置法第 21 条に

規定する住宅被災市町

村の区域において施行

する都市再開発法によ

る第二種市街地再開発

事業の施行区域（都市計

画法第 12 条第２項の規

定により第二種市街地

再開発事業について都

市計画に定められた施

行区域をいう。）内にあ

る土地等について、当該

第二種市街地再開発事

業の用に供するために

これらの者（土地開発公

社を含む。）に買い取ら

れた場合 

次に掲げる証明

（当該土地等の

所在地及び面積

並びに当該土地

等の買取りの年

月日及び買取り

の対価の額並び

に当該第二種市

街地再開発事業

の施行者の名称

及び所在地（代

行買収（※）の

場合）にあって

は、当該施行者

の名称及び所在

地並びに当該代

行買収を行う者

の名称及び所在

地）の記載があ

るものに限る。） 

(ｲ) 当該土地等

が当該第二種

市街地再開発

事業の施行区

域内の土地等

であり、かつ、

当該事業の用

国土交通大臣 措置法64

条１項３

号の７ 

措置法規

則14条５

項５号の

12 

※ 「代行買収」

については、 

53の２の「備

考」欄の※参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新 設） 
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改         正         後 改         正         前 

に供されるこ

とが確実であ

る旨の証明 

(ﾛ) 当該第二種

市街地再開発

事業につき都

市再開発法第

51条第１項又

は第58条第１

項の規定によ

る認可がある

ことが確実で

ある旨の証明 

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

二十八 第 65 条の２ ((収用換地等の場合の所得の特別控除))関係 

改         正         後 改         正         前 

（代行買収における証明書の発行者） 

65 の 2－13 …………………措置法規則第 14 条第５項第２号から第４号の２ま

で、第４号の５から第５号まで、第５号の 11、第５号の 12、第８号又は第 11

号…………………措置法規則第 14 条第５項第２号から第４号の２まで、第４号

の５から第５号まで、第５号の 11、第５号の 12、第８号又は第 11 号…………

……… 

 

（代行買収における証明書の発行者） 

65 の 2－13 …………………措置法規則第 14 条第５項第２号から第４号の２ま

で、第４号の５から第５号まで、第８号又は第 11 号…………………措置法規則

第 14 条第５項第２号から第４号の２まで、第４号の５から第５号まで、第８号

又は第 11 号………………… 

 

 

 

 

 

 



 

 

-
 
1
5
7
 
-
 

二十九 第 65 条の３((特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除))関係 

改         正         後 改         正         前 

（特定土地区画整理事業等の証明書の区分一覧表） 

65 の 3－4 ……………………………  

別表２ 特定土地区画整理事業等に関する証明書の区分一覧表 

区   分 内  容 発 行 者 根拠条項 備   考 

③ …………………… ……………………府県知事(地

方 自 治 法 第

252条の 19第

１項の指定都

市 に あ っ て

は、その長) 

………………  

    

３の２ ……………… ……………………

(ｲ) ………………

(ﾛ) ……緑地保

全・緑化推進

法人等……当

該緑地保全・

緑化推進法人

…… 

 

………………… 

… … 緑 地 保

全・緑化推進

法人等…… 

……………… ※ 「緑地保全・

緑化推進法人

等」……緑地保

全・緑化推進法

人（……定めが

あるものに限

る。）をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

⑤ 森林法第 25 条若

しくは第 25 条の２

の規定……同法第

41 条の規定により

指定された保安施

……………………

 

………………… ………………  

（特定土地区画整理事業等の証明書の区分一覧表） 

65 の 3－4 ……………………………  

別表２ 特定土地区画整理事業等に関する証明書の区分一覧表 

区   分 内  容 発 行 者 根拠条項 備   考 

③ …………………… ……………………府県知事(指

定都市にあっ

ては、その長) 

 

 

 

………………  

     

３の２ ……………… …………………… 

(ｲ) …………… 

(ﾛ) ……緑地管

理機構等……

当該緑地管理

機構等…… 

 

………………… 

……緑地管理

機構等…… 

……………… ※ 「緑地管理機

構等」……緑地

管理機構又は特

定緑地管理機構

(都市の低炭素

化の促進に関す

る法律第46条第

１項の規定によ

り指定された特

定緑地管理機構

で都市緑地法第

69条第１号ハに

掲げる業務を行

うものをいう。)

のうち、……定

めがあるものを

いう。 

    

⑤ 森林法……保安

施設地区内の土地

が保安施設事業…

… 

 

……………………

 

………………… 

 

………………  



 

 

-
 
1
5
8
 
-
 

改         正         後 改         正         前 

設地区内の土地が

同条第３項に規定

する保安施設事業

…… 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

三十 第 65 条の４((特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除))関係 

改         正         後 改         正         前 

（２以上の３号該当土地等の譲渡がある場合の取扱い） 

65 の 4－9 …………………………… 

(注) …………………同条第３項………………… 

 

（特定住宅地造成事業等の証明書の区分一覧表） 

65 の 4－17 …………………………… 

別表３ 特定住宅地造成事業等に関する証明書の区分一覧表 

区   分 内  容 発 行 者 根拠条項 備   考 

    

⑳ …………………… 

……、地方拠点都市

地域の整備及び産

業業務施設の再配

置の促進に関する

法律（以下「地方拠

点都市地域整備等

促進法」という。）

第 22 条第３項又は

被災市街地復興特

別措置法第８条第

……………………

……、地方拠点

都市地域整備等

促進法第22条第

３項又は被災市

街地復興特別措

置法第８条第３

項…… 

………………… 

……、地方拠

点都市地域整

備等促進法第

22条第２項又

は被災市街地

復興特別措置

法第８条第22

項…… 

……………… ※1 ………………

※2 ………………

※3 ………………

……(地方拠

点都市地域整

備等促進法第

21条第１項又

は被災市街地

復興特別措置

法第７条第１

項)。 

（２以上の３号該当土地等の譲渡がある場合の取扱い） 

65 の 4－9 …………………………… 

(注) …………………同条第２項………………… 

 

（特定住宅地造成事業等の証明書の区分一覧表） 

65 の 4－17 …………………………… 

別表３ 特定住宅地造成事業等に関する証明書の区分一覧表 

区   分 内  容 発 行 者 根拠条項 備   考 

    

⑳ …………………… 

……又は地方拠点

都市地域の整備及

び産業業務施設の

再配置の促進に関

する法律（以下「地

方拠点都市地域整

備等促進法」とい

う。）第 22 条第３

項…… 

 

……………………

……又は地方拠

点都市地域整備

等促進法第22条

第３項…… 

………………… 

……又は地方

拠点都市地域

整備等促進法

第22条第２項

…… 

……………… ※1 ………………

※2 ………………

※3 ………………

……（地方拠

点都市地域整

備等促進法第

21条第１項)。 

 

 

 



 

 

-
 
1
5
9
 
-
 

改         正         後 改         正         前 

３項…… 

㉑ …………………… (ｲ) …………… 

(ﾛ) …………… 

……………… 

……の施行者 

 

…………… …………………… 

21 の２ 土地等につ

き被災市街地復興

土地区画整理事業

が施行された場合

において、被災市街

地復興特別措置法

第 17条第 1l項の規

定により保留地が

定められたことに

伴い当該土地等に

係る換地処分によ

り当該土地等のう

ち当該保留地の対

価の額に対応する

部分の譲渡があっ

たとき 

当該土地等に係

る換地処分によ

り当該土地等の

うち保留地の対

価の額に対応す

る部分の譲渡が

あった旨を証す

る書類（当該対

価の額の記載が

あ る も の に 限

る。） 

被災市街地復

興土地区画整

理事業の施行

者 

措置法65条

の4 1項21

号の2 

措置法規則

22条の5 1

項26号、21

項 

 

㉒ …………………… ………………………………………………………

措置法規則

22条の５  

１項27号 

……………………… 

22 の２  ………………………………………………………………………

措置法規則

22条の５  

１項28号 

……………………… 

㉓ …………………… ………………………………………………………

措置法規則

22条の５  

１項29号 

……………………… 

㉔ …………………… ………………………………………………………

措置法規則

22条の５  

１項30号 

 

 

㉑ …………………… (ｲ) …………… 

(ﾛ) …………… 

……………… 

……を施行す

る者 

…………… …………………… 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉒ …………………… ………………………………………………………

措置法規則

22条の５  

１項26号 

……………………… 

22 の２  ………………………………………………………………………

措置法規則

22条の５  

１項27号 

……………………… 

㉓ …………………… ………………………………………………………

措置法規則

22条の５  

１項28号 

……………………… 

㉔ …………………… ………………………………………………………

措置法規則

22条の５  

１項29号 

 



 

 

-
 
1
6
0
 
-
 

改         正         後 改         正         前 

㉕ …………………… ………………………………………………………

措置法規則

22条の５  

１項31号 

……………………… 

 

㉕ …………………… ………………………………………………………

措置法規則

22条の５  

１項30号 

……………………… 

 

 

三十一 第 65 条の５((農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除))関係 

改         正         後 改         正         前 

（農地保有の合理化等の証明書の区分一覧表） 

65 の 5－2 …………………………… 

別表４ 農地保有の合理化等に関する証明書の区分一覧表  

区   分 内  容 発 行 者 根拠条項 備   考 

    

⑦ …………………………………………… 

……木材の安定

供給の確保に関

する特別措置法

第９条第４項…

… 準 用 す る 場

合、木材の安定

供給の確保に関

する特別措置法

第８条の規定に

より読み替えて

適用される場合

及び同法第９条

第２項又は第３

項の規定により

読み替えて適用

される森林法第

12条第３項にお

いて準用する場

合…… 

………………… ……………… ………………………

（農地保有の合理化等の証明書の区分一覧表） 

65 の 5－2 …………………………… 

別表４ 農地保有の合理化等に関する証明書の区分一覧表  

区   分 内  容 発 行 者 根拠条項 備   考 

    

⑦ …………………………………………… 

……木材の安定

供給の確保に関

する特別措置法

第10条第３項…

…準用する場合

…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… ………………………………………



 

 

-
 
1
6
1
 
-
 

改         正         後 改         正         前 

    
 

    

 

 

三十二 第 65 条の７～第 65 条の９((特定の資産の買換えの場合等の課税の特例))関係 

改         正         後 改         正         前 

（工場等の建物及びその附属設備の範囲） 

65 の 7(1)－17 措置法令第 39 条の７第２項に規定する工場、作業場、研究所、

営業所、倉庫その他これらに類する施設（福利厚生施設を除く。以下「工場等」

という。）…………………工場等…………………工場等…………………工場等

………………… 

(注) 同条第４項に規定する事務所、工場、作業場、研究所、営業所、倉庫その

他これらに類する施設（福利厚生施設を除く。以下「事務所等」という。）

及びその附属設備についても、同様とする。 

 

（工場等の建物の敷地の用に供されている土地等の意義） 

65 の 7(1)－19 …………………第３号…………………工場等（同号の上欄の土地

等にあっては、事務所等）………………… 

 

（工場等の建物又は特定施設の敷地の用に供されている土地等の範囲） 

65 の 7(1)－20 …………………第３号………………… 

同表の第７号………………… 

 

（工場等の用とその他の用に共用されている建物の判定） 

65 の 7(1)－21 …………………第３号…………………工場等（同号の上欄の建物

（事務所等の建物及びその附属設備の範囲） 

65 の 7(1)－17 措置法令第 39 条の７第２項及び第４項に規定する事務所、工場、

作業場、研究所、営業所、倉庫その他これらに類する施設（福利厚生施設を除

く。以下「事務所等」という。）…………………事務所等…………………事務

所等…………………事務所等………………… 

 

 

 

 

（事務所等の建物の敷地の用に供されている土地等の意義） 

65 の 7(1)－19 …………………第４号…………………事務所等………………… 

 

 

（事務所等の建物又は特定施設の敷地の用に供されている土地等の範囲） 

65 の 7(1)－20 …………………第４号………………… 

同表の第９号………………… 

 

（事務所等の用とその他の用に共用されている建物の判定） 

65 の 7(1)－21 …………………第４号…………………事務所等…………………



 

 

-
 
1
6
2
 
-
 

改         正         後 改         正         前 

にあっては、事務所等。以下 65 の７⑴－21 において同じ。）…………………

工場等………………… 

(注)１ …………………工場等…………………工場等………………… 

２ 建物について工場等………………… 

 

（所有期間が 10 年を超える土地等についての買換えの適用） 

65 の 7(1)－22 …………………………… 

同表の第７号………………… 

(注) …………………………… 

 

 

65 の 7(1)－24 削 除 

 

 

 

 

 

 

 

65 の 7(1)－25 削 除 

 

 

 

 

 

事務所等………………… 

 

(注)１ …………………事務所等…………………事務所等………………… 

２ 建物について事務所等………………… 

 

（所有期間が 10 年を超える土地等についての買換えの適用） 

65 の 7(1)－22 …………………………… 

同表の第９号………………… 

(注) …………………………… 

 

（土地が共有地である場合の面積） 

65 の 7(1)－24 法人が土地に係る共有持分（借地権に係る準共有持分を含

む。以下 65 の７⑴－24 において同じ。）を譲渡し、又は取得した場合に

おける措置法第 65 条の７第１項の表の第２号の下欄及び第７号の下欄に規定

する「その面積」又は「上欄に掲げる土地等に係る面積」は、当該土地等の面

積にその譲渡又は取得をした共有持分の割合を乗じて計算した面積によ

る。 

 

（仮換地が指定された土地の面積） 

65 の 7(1)－25 法人が土地区画整理法等により仮換地の指定を受けた土地

を譲渡し、又は取得した場合における措置法第 65 条の７第１項の表の第２号

の下欄及び第７号の下欄に規定する「その面積」又は「上欄に掲げる土地等に

係る面積」は、当該仮換地の面積による。 

 

（土地が借地権等を設定されている場合等の面積） 



 

 

-
 
1
6
3
 
-
 

改         正         後 改         正         前 

65 の 7(1)－26 削 除  

 

 

 

 

 

 

（特定施設の敷地の用に供される土地等の意義） 

65 の 7(1)－30 の 2 措置法第 65 条の７第１項の表の第７号………………… 

(注) …………………………… 

 

（長期所有の土地等の買換えに係る面積の判定） 

65 の 7(1)－30 の 3 …………………措置法第 65 条の７第１項の表の第７号……

…………… 

⑴ …………………………… 

⑵ …………………………… 

 

（特定施設と特定施設以外の施設から成る一の施設の敷地の用に供される土地等

の面積の判定） 

65 の 7(1)－30 の 4 …………………………… 

…………………措置法第 65 条の７第１項の表の第７号………………… 

(注) …………………………… 

 

（船舶の範囲） 

65 の 7(1)－31 措置法第 65 条の７第１項の表の第８号………………… 

65 の 7(1)－26 法人が借地権等（借地権その他の土地の上に存する権利をい

う。以下 65 の７⑴－26 において同じ。）又は借地権等の設定されている

土地（底地）を譲渡し、又は取得した場合における措置法第 65 条の７第１

項の表の第２号の下欄及び第７号の下欄に規定する「その面積」又は「上欄に

掲げる土地等に係る面積」は、当該借地権等の目的となっている土地又は当

該借地権等の設定に係る土地の面積による。 

 

（特定施設の敷地の用に供される土地等の意義） 

65 の 7(1)－30 の 2 措置法第 65 条の７第１項の表の第９号………………… 

(注) …………………………… 

 

（長期所有の土地等の買換えに係る面積の判定） 

65 の 7(1)－30 の 3 …………………措置法第 65 条の７第１項の表の第９号……

…………… 

⑴ …………………………… 

⑵ …………………………… 

 

（特定施設と特定施設以外の施設から成る一の施設の敷地の用に供される土地等

の面積の判定） 

65 の 7(1)－30 の 4 …………………………… 

…………………措置法第 65 条の７第１項の表の第９号………………… 

(注) …………………………… 

 

（船舶の範囲） 

65 の 7(1)－31 措置法第 65 条の７第１項の表の第 10 号………………… 



 

 

-
 
1
6
4
 
-
 

改         正         後 改         正         前 

 

（海洋運輸業又は沿海運輸業の意義） 

65 の 7(1)－31 の 2 …………………第９項第２号イ又はロ………………… 

(注) …………………………… 

 

（日本船舶の意義） 

65 の 7(1)－32 措置法第 65 条の７第１項の表の第８号………………… 

 

（買換取得資産等の取得の日） 

65 の 7(1)－38 …………………第７号………………… 

 

（借地権者が土地を取得した場合等の土地等の取得の時期） 

65 の 7(1)－39 …………………第７号………………… 

⑴ …………………………… 

⑵ …………………………… 

 

（市街地再開発事業の施行に伴う権利変換等により取得した建物等の取得の時期

等） 

65 の 7(1)－40 …………………………… 

…………………第７号………………… 

⑴ …………………………… 

…………………第７号………………… 

⑵ …………………………… 

 

（借地権を消滅させた後土地の譲渡をした場合等の譲渡対価の区分） 

 

（海洋運輸業又は沿海運輸業の意義） 

65 の 7(1)－31 の 2 …………………第９項第２号ロ………………… 

(注) …………………………… 

 

（日本船舶の意義） 

65 の 7(1)－32 措置法第 65 条の７第１項の表の第 10 号………………… 

 

（買換取得資産等の取得の日） 

65 の 7(1)－38 …………………第９号………………… 

 

（借地権者が土地を取得した場合等の土地等の取得の時期） 

65 の 7(1)－39 …………………第９号………………… 

⑴ …………………………… 

⑵ …………………………… 

 

（市街地再開発事業の施行に伴う権利変換等により取得した建物等の取得の時期

等） 

65 の 7(1)－40 …………………………… 

…………………第９号………………… 

⑴ …………………………… 

…………………第９号………………… 

⑵ …………………………… 

 

（借地権を消滅させた後土地の譲渡をした場合等の譲渡対価の区分） 



 

 

-
 
1
6
5
 
-
 

改         正         後 改         正         前 

65 の 7(1)－41 …………………………… 

…………………第７号………………… 

 

（事業の用に供しなかった買換資産に係る特別償却等） 

65 の 7(3)－12 …………………………… 

…………………措置法第 42 条の５、第 42 条の６、第 42 条の９から第 42 条の

11 の３まで、第 42 条の 12 の３、第 42 条の 12 の４、第 43 条から第 44 条まで、

第 44 条の３及び第 44 条の５から第 48 条まで………………… 

⑴ …………………………… 

⑵ …………………………… 

(注)１ …………………………… 

２ 措置法第 45 条第２項に規定する産業振興機械等（以下「産業振興機械等」

という。）について措置法第 65 条の７第１項の規定の適用を受けた場合に

おいて、それが一旦当該法人の事業の用に供した後その取得の日から１年

以内に当該法人の事業の用に供さなくなったため同条第４項の規定により

益金の額に算入されたときはその後産業振興機械等を事業の用に供したと

きの当初に当該法人の事業の用に供した日以後５年以内の期間のうち再び

事業の用に供している期間について、産業振興機械等をその取得の日から

１年を経過する日まで引き続き当該法人の事業の用に供さなかったため措

置法第 65 条の７第４項の規定により益金の額に算入されたときはその後

当該産業振興機械等を事業の用に供した日以後５年以内の期間のうち事業

の用に供している期間について、それぞれ措置法第 45 条第２項の規定の適

用を受けることができる。 

 

 

65 の 7(1)－41 …………………………… 

…………………第９号………………… 

 

（事業の用に供しなかった買換資産に係る特別償却等） 

65 の 7(3)－12 …………………………… 

…………………措置法第 42 条の５、第 42 条の６、第 42 条の 10 から第 42 条の

11 の２まで、第 42 条の 12 の３、第 42 条の 12 の５、第 43 条から第 44 条まで、

第 44 条の３及び第 44 条の５から第 48 条まで………………… 

⑴ …………………………… 

⑵ …………………………… 

(注)１ …………………………… 

２ 措置法第 47 条第１項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅（以下

「サービス付き高齢者向け賃貸住宅」という。）について措置法第 65 条の

７第１項の規定の適用を受けた場合において、それが一旦当該法人の事業

の用（サービス付き高齢者向け賃貸住宅については、貸家の用に限る。以

下同じ。）に供した後その取得の日から１年以内に当該法人の事業の用に

供さなくなったため措置法第 65 条の７第４項の規定により益金の額に算

入されたときにおいても、その後サービス付き高齢者向け賃貸住宅を事業

の用に供したときは、当初に当該法人の事業の用に供した日以後５年以内

の期間のうち、再び事業の用に供している期間については、措置法第 47

条第１項の規定の適用を受けることができる。しかし、サービス付き高齢

者向け賃貸住宅をその取得の日から１年を経過する日まで引き続き当該法

人の事業の用に供さなかったため措置法第 65 条の７第４項の規定により

益金の額に算入されたときは、その後当該サービス付き高齢者向け賃貸住

宅を事業の用に供した日以後５年以内の期間のうち事業の用に供している



 

 

-
 
1
6
6
 
-
 

改         正         後 改         正         前 

 

 

…………………………… 

 

（特別償却等を実施した先行取得資産についての圧縮記帳の不適用） 

65 の 7(3)－13 …………………措置法第 42 条の５、第 42 条の６、第 42 条の９

から第 42 条の 11 の３まで、第 42 条の 12 の３、第 42 条の 12 の４、第 43 条か

ら第 44 条まで、第 44 条の３、第 44 条の５から第 48 条まで………………… 

 

（取得指定期間の延長をした場合の特別勘定） 

65 の 7(4)－4 …………………………… 

…………………措置法第 65 条の８第１項括弧書又は第 19 項の規定（同法第 68

条の 79 第１項括弧書又は第 20 項………………… 

 

（取得をする見込みである資産に係る書類） 

65 の 7(4)－8 …………………………… 

 

特定の資産の譲渡に伴う特別勘定を設けた 

場合の取得予定資産の明細書の記載の仕方 

 

１ …………………………… 

２ …………………………… 

３ …………………………… 

４ …………………………… 

…………………「特別勘定に経理した金額 36」、「繰入限度超過額 39」、「当

期間については、措置法第 47 条第１項の規定の適用を受けることができ

る。 

…………………………… 

 

（特別償却等を実施した先行取得資産についての圧縮記帳の不適用） 

65 の 7(3)－13 …………………措置法第 42 条の５、第 42 条の６、第 42 条の９

から第 42 条の 11 の２まで、第 42 条の 12 の３、第 42 条の 12 の５、第 43 条か

ら第 44 条まで、第 44 条の３、第 44 条の５から第 48 条まで………………… 

 

（取得指定期間の延長をした場合の特別勘定） 

65 の 7(4)－4 …………………………… 

…………………措置法第 65 条の８第１項括弧書の規定（同法第 68 条の 79 第１

項括弧書………………… 

 

（取得をする見込みである資産に係る書類） 

65 の 7(4)－8 …………………………… 

 

特定の資産の譲渡に伴う特別勘定を設けた 

場合の取得予定資産の明細書の記載の仕方 

 

１ …………………………… 

２ …………………………… 

３ …………………………… 

４ …………………………… 

…………………「特別勘定に経理した金額 33」、「繰入限度超過額 36」、「当



 

 

-
 
1
6
7
 
-
 

改         正         後 改         正         前 

初の特別勘定の金額 40」………………… 

５ …………………………… 

６ …………………………… 

⑴ 措置法第 65 条の７第１項の表の第８号………………… 

⑵ …………………………… 

⑶ …………………………… 

⑷ …………………………… 

７ …………………………… 

 

（法第 50 条との選択適用） 

65 の 7(5)－1 …………………………… 

…………………措置法令第 39 条の７第 47 項………………… 

 

初の特別勘定の金額 37」………………… 

５ …………………………… 

６ …………………………… 

⑴ 措置法第 65 条の７第１項の表の第 10 号………………… 

⑵ …………………………… 

⑶ …………………………… 

⑷ …………………………… 

７ …………………………… 

 

（法第 50 条との選択適用） 

65 の 7(5)－1 …………………………… 

…………………措置法令第 39 条の７第 46 項………………… 

 

 

三十三 経過的取扱い 

改         正         後 改         正         前 

（経過的取扱い⑴…改正前の措置法等の適用がある場合） 

改正法令（所得税法等の一部を改正する等の法律（平成 29 年法律第４号）、

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令（平成 29 年政令第 114 号）及び

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令（平成 29 年財務省令第 24 号）

をいう。）による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則（改正法令の附則

により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含

む。）の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達によ

る改正前の租税特別措置法関係通達（法人税編）の取扱いの例による。 

（新 設） 
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改         正         後 改         正         前 

 

（経過的取扱い⑵…平成 29 年４月１日前に取得等をした生産性向上設備等の特

別償却又は法人税額の特別控除） 

この法令解釈通達による改正前の 42 の 12 の５－１から 42 の 12 の５－８ま

での取扱いは、法人が平成 29 年４月１日前に取得等をした生産性向上設備等に

ついては、なお従前の例による。 

 

（経過的取扱い⑶…平成28年10月１日前に認定等を受けた法人が平成29年３月

31 日以前に取得等をした倉庫用建物等の割増償却） 

この法令解釈通達による改正前の 48－１から 48－３までの取扱いは、平成

28 年 10 月１日前に流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を

改正する法律（平成 28 年法律第 36 号）による改正前の流通業務の総合化及び

効率化の促進に関する法律（以下「旧効率化法」という。）第４条第１項の認

定を受けた法人又は同日前に旧効率化法第７条第１項に規定する確認を受けた

法人が平成 29 年３月 31 日以前に取得等をした倉庫用建物等については、なお

従前の例による。 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

（新 設） 

 


